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別紙
フルタイム職員の日給については，次に掲げる事項に基づき，個別に定める。
ア）事務補佐員の日給は，国立大学法人福岡教育大学職員給与規程別表第１イ一般　職俸給表（一）を使用し，その者の経験年数により算定された級号俸により算出　する。ただし，昭和５５年３月３１日以降に新規に採用された者の級号俸は，１　級３３号俸を上限とする。
イ）技能補佐員の日給は，国立大学法人福岡教育大学職員給与規程別表第１ロ一般　職俸給表（二）を使用し，その者の経験年数により算定された級号俸により算出　する。ただし，昭和５５年３月３１日以降に新規に採用された者の級号俸は，２　級４１号俸を上限とする。
ウ）日額の算出に当たっては，次の計算式を用いる。
　　（経験年数により算定した級号俸の俸給月額＋調整手当）×１２ × ７．７５
              ５２×３８．７５
エ）その他の事項は，常勤職員の例に準じる。
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